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不法投棄

通報協力員
mail

足立区ＬＩＮＥ公式アカウントで
不法投棄等の通報ができます！！

通報できる内容
①不法投棄・落書き
②「公園施設」や「道路」の損傷

さっそく通報してみましょう！

まずはお友達登録！

「トーク」を選んでスタート！



『 ＬＩＮＥ 』での通報手順 ～不法投棄編～

撮影する時は
安全第一！
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ＬＩＮＥで通報するときの 「注意点」

・ ごみが捨てられている場所の住所
・ どんなごみかの内容
・ 自転車の場合【赤のママチャリなど】

※入力した内容が不明確な場合、
撤去等の対応ができないことがあります。

通報する前に確認しましょう！



「違反広告物除却協力員」 のご紹介

舎人公園で実施される「千本桜まつり」で、不法投
棄通報協力員紹介・募集のブースを開きます！ ぜひ
ご来場ください！！
会員番号を教えていただいた協力員の皆さんには、

プレゼントを用意しています！
ご友人等で新規に登録していただいた方にも、

「エコバッグ」等魅力的なグッズをご用意してお待ち
しております。

千本桜まつり開催！
舎人公園

４月１日（土）・２日（日） 時間：午前１０時から午後４時

【会場へのアクセス】
●住所：足立区舎人公園1-1-1
●電車の場合
・日暮里・舎人ライナー「舎人公園駅」下車
●バスの場合
・東武スカイツリーライン竹ノ塚駅から東武バス
「入谷循環」で「中入谷」下車
・東武スカイツリーライン西新井駅から足立コミュニティバス
「舎人団地行」で「舎人公園東」「舎人公園」下車

道路上の電柱などで見かける「はり紙」は
違反広告物です。違反広告物が無秩序に貼ら
れると、まちの美観を損ねるだけでなく、交
通の安全を阻害する要因にもつながります。
区では、これらの「はり紙」を撤去するた

めにご協力いただける「違反広告物除却協力
員」を募集しています。

協力員のみなさまには、撤去できる「はり
紙」に関する講習を1時間ほど受けていただ
き、違反広告物を撤去する際はグループ単位
のボランティアとして活動していただいてい
ます。
詳しくは、道路公園管理課占用係までお問

合せください。 ☎ 03-3880-5907

①不法投棄・落書き通報協力員

②ながら見守り

③ソロクリーン活動

④絆のあんしん協力員

当日のブース紹介！
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